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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層体が設けられている第１基体を含む発光素子と、
　前記発光素子が設けられている第２基体と、
を含み、
　前記積層体は、複数の柱状部を有し、前記第１基体と反対側において前記第２基体に接
続され、
　前記複数の柱状部は、複数の第１柱状部と、複数の第２柱状部と、を含み、
　複数の前記第１柱状部の各々は、
　第１半導体層と、
　前記第１半導体層と導電型の異なる第２半導体層と、
　前記第１半導体層と前記第２半導体層との間に設けられ、電流が注入されることで光を
発することが可能な発光層と、
を有し、
　前記第１基体と前記第２基体との間に第１部材が設けられ、
　前記第１部材は、一端が前記第１基体に接続され、他端が前記第２基体に接続され、
　前記積層体は、発光部を含み、
　前記発光部は、複数の前記第１柱状部で構成され、
　前記第１基体と前記第１部材との間に前記第２柱状部が設けられ、
　前記第２柱状部の高さは、前記第１柱状部の高さよりも小さく、
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　前記第１部材は導電性を有し、前記第１半導体層に電気的に接続されている、発光装置
。
【請求項２】
　積層体が設けられている第１基体を含む発光素子と、
　前記発光素子が設けられている第２基体と、
を含み、
　前記積層体は、複数の柱状部を有し、前記第１基体と反対側において前記第２基体に接
続され、
　前記複数の柱状部は、複数の第１柱状部と、複数の第２柱状部と、を含み、
　複数の前記第１柱状部の各々は、
　第１半導体層と、
　前記第１半導体層と導電型の異なる第２半導体層と、
　前記第１半導体層と前記第２半導体層との間に設けられ、電流が注入されることで光を
発することが可能な発光層と、
を有し、
　前記第１基体と前記第２基体との間に第１部材が設けられ、
　前記第１部材は、一端が前記第１基体に接続され、他端が前記第２基体に接続され、
　前記積層体は、発光部を含み、
　前記発光部は、複数の前記第１柱状部で構成され、
　前記第１基体と前記第１部材との間に前記第２柱状部が設けられ、
　前記第２柱状部の高さは、前記第１柱状部の高さよりも小さく、
　前記第１基体と前記第２基体との間に設けられている第２部材を含み、
　前記第２部材は、一端が前記第１基体に接続され、他端が前記第２基体に接続されてい
る、発光装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記第１部材は、前記積層体の周囲を囲って設けられている、発光装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記積層体は、前記第１部材、前記第１基体、および前記第２基体によって気密に封止
されている、発光装置。
【請求項５】
　請求項２において、
　前記第１部材は導電性を有し、前記第１半導体層に電気的に接続されている、発光装置
。
【請求項６】
　請求項２において、
　前記第２部材は、前記第１部材および前記積層体の周囲を囲っている、発光装置。
【請求項７】
　請求項２または６において、
　前記第２部材は絶縁性であり、前記第１半導体層、前記第２半導体層、および前記発光
層に電気的に接続されていない、発光装置。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか１項において、
　前記第２基体には、前記第２基体を貫通する貫通電極が設けられている、発光装置。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記第２半導体層は、前記貫通電極に電気的に接続されている、発光装置。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれか１項において、
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　前記第１部材は、接合部材を介して前記第２基体に接続されている、発光装置。
【請求項１１】
　請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の発光装置を含む、プロジェクター。
【請求項１２】
　第１基体に、発光部を含む積層体を形成する工程と、
　前記第１基体に、第１部材を形成する工程と、
　前記第１基体に形成された前記積層体および前記第１部材を、第２基体に接続する工程
と、
を含み、
　前記積層体は、複数の柱状部を有し、前記第１基体と反対側において前記第２基体に接
続され、
　前記複数の柱状部は、複数の第１柱状部と、複数の第２柱状部と、を含み、
　複数の前記第１柱状部の各々は、
　第１半導体層と、
　前記第１半導体層と導電型の異なる第２半導体層と、
　前記第１半導体層と前記第２半導体層との間に設けられ、電流が注入されることで光を
発することが可能な発光層と、
を有し、
　前記第１基体と前記第２基体との間に前記第１部材が設けられ、
　前記第１部材は、一端が前記第１基体に接続され、他端が前記第２基体に接続され、
　前記発光部は、複数の前記第１柱状部で構成され、
　前記第１基体と前記第１部材との間に前記第２柱状部が設けられ、
　前記第２柱状部の高さは、前記第１柱状部の高さよりも小さく、
　前記第１部材は導電性を有し、前記第１半導体層に電気的に接続されている、発光装置
の製造方法。
【請求項１３】
　第１基体に、発光部を含む積層体を形成する工程と、
　前記第１基体に、第１部材を形成する工程と、
　前記第１基体に形成された前記積層体および前記第１部材を、第２基体に接続する工程
と、
　前記第１基体と前記第２基体との間に設けられ、一端が前記第１基体に接続され、他端
が前記第２基体に接続されている第２部材を設ける工程と、
を含み、
　前記積層体は、複数の柱状部を有し、前記第１基体と反対側において前記第２基体に接
続され、
　前記複数の柱状部は、複数の第１柱状部と、複数の第２柱状部と、を含み、
　複数の前記第１柱状部の各々は、
　第１半導体層と、
　前記第１半導体層と導電型の異なる第２半導体層と、
　前記第１半導体層と前記第２半導体層との間に設けられ、電流が注入されることで光を
発することが可能な発光層と、
を有し、
　前記第１基体と前記第２基体との間に前記第１部材が設けられ、
　前記第１部材は、一端が前記第１基体に接続され、他端が前記第２基体に接続され、
　前記発光部は、複数の前記第１柱状部で構成され、
　前記第１基体と前記第１部材との間に前記第２柱状部が設けられ、
　前記第２柱状部の高さは、前記第１柱状部の高さよりも小さい、発光装置の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】



(4) JP 6972665 B2 2021.11.24

10

20

30

40

50

【０００１】
　本発明は、発光装置、プロジェクター、および発光装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体レーザーや、発光ダイオードなどの発光素子の実装方法としてジャンクションダ
ウン実装が知られている。発光素子をジャンクションダウン実装することで、発光素子で
発生した熱を効率よく放熱できる。
【０００３】
　例えば特許文献１には、レーザーチップの表面電極をヒートシンクとなるマウントに半
田材によって接着してジャンクションダウン実装した発光素子が開示されている。レーザ
ーチップは、基板と、基板上に形成された、下部クラッド層、量子井戸層、および上部ク
ラッド層を含む能動層と、能動層上に形成された表面電極と、基板の裏面に設けられた裏
面電極と、で構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２６１０８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の発光素子では、製造工程においてマウントにレーザーチッ
プの表面電極を接合して発光素子をマウントに実装する際に、能動層に大きな圧力が加わ
り、能動層（発光部）に応力や歪みが生じてしまう。この結果、能動層に欠陥や転位が生
じて発光特性が不安定になったり、能動層が破壊されてしまったりする可能性がある。
【０００６】
　本発明のいくつかの態様に係る目的の１つは、実装時に発光部に加わる圧力を低減でき
る発光装置を提供することにある。また、本発明のいくつかの態様に係る目的の１つは、
上記発光装置を含むプロジェクターを提供することにある。また、本発明のいくつかの態
様に係る目的の１つは、実装時に発光部に加わる圧力を低減できる発光装置の製造方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る発光装置は、
　積層体が設けられている第１基体を含む発光素子と、
　前記発光素子が設けられている第２基体と、
　前記第１基体と前記第２基体との間に設けられている第１部材と、
を含み、
　前記積層体は、発光部を含み、
　前記発光部は、
　第１半導体層と、
　前記第１半導体層と導電型の異なる第２半導体層と、
　前記第１半導体層と前記第２半導体層との間に設けられ、電流が注入されることで光を
発することが可能な発光層と、
を有し、
　前記第１部材は、一端が前記第１基体に接続され、他端が前記第２基体に接続され、
　前記積層体は、前記第１基体と反対側において、前記第２基体に接続されている。
【０００８】
　このような発光装置では、一端が第１基体に接続され他端が第２基体に接続されている
第１部材を含むため、製造工程において積層体を第２基体に接続する際（すなわち積層体
を含む発光素子を第２基体に実装する際）に加えられる力が、積層体と第１部材とに分散
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される。したがって、このような発光装置では、実装時に、発光部（積層体）に加わる圧
力を低減できる。この結果、発光部（積層体）に応力や歪みが生じる可能性を低減でき、
安定した発光特性を有する信頼性の高い発光装置を実現できる。
【０００９】
　本発明に係る発光装置において、
　前記第１部材は、前記積層体の周囲を囲って設けられていてもよい。
【００１０】
　このような発光装置では、実装時に加えられる力が積層体に集中することを防ぐことが
でき、実装時に発光部（積層体）に加わる圧力を低減できる。
【００１１】
　本発明に係る発光装置において、
　前記積層体は、前記第１部材、前記第１基体、および前記第２基体によって気密に封止
されていてもよい。
【００１２】
　このような発光装置では、例えば発光素子をセラミックパッケージやＣＡＮパッケージ
などのパッケージによって気密に封止する場合と比べて、装置の小型化、製造工程の簡略
化を図ることができる。
【００１３】
　本発明に係る発光装置において、
　前記第１部材は導電性を有し、前記第１半導体層に電気的に接続されていてもよい。
【００１４】
　このような発光装置では、第１部材を第１半導体層に電流を注入する電極としても機能
させることができる。
【００１５】
　本発明に係る発光装置において、
　前記第１基体と前記第２基体との間に設けられている第２部材を含み、
　前記第２部材は、一端が前記第１基体に接続され、他端が前記第２基体に接続されてい
てもよい。
【００１６】
　このような発光装置では、実装時に加えられる力が、積層体と、第１部材と、第２部材
と、に分散されるため、実装時に発光部（積層体）に加わる圧力をより低減できる。
【００１７】
　本発明に係る発光装置において、
　前記第２部材は、前記第１部材および前記積層体の周囲を囲っていてもよい。
【００１８】
　このような発光装置では、実装時に加えられる力が積層体に集中することを防ぐことが
でき、実装時に発光部（積層体）に加わる圧力を低減できる。
【００１９】
　本発明に係る発光装置において、
　前記第２基体には、前記第２基体を貫通する貫通電極が設けられていてもよい。
【００２０】
　このような発光装置では、第１部材、第１基体、および第２基体によって気密に封止さ
れた積層体（発光部）と、外部の電源装置と、を電気的に接続することができる。
【００２１】
　本発明に係る発光装置において、
　前記第２半導体層は、前記貫通電極に電気的に接続されていてもよい。
【００２２】
　このような発光装置では、第１部材、第１基体、および第２基体によって気密に封止さ
れた積層体（発光部）に含まれる第２半導体層と、外部の電源装置と、を電気的に接続す
ることができる。
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【００２３】
　本発明に係る発光装置において、
　前記積層体は、複数の柱状部を有し、
　前記発光部は、前記複数の柱状部で構成されていてもよい。
【００２４】
　このような発光装置では、第１半導体層、発光層、および第２半導体層に発生する転位
や欠陥を低減することができ、高い品質の結晶を得ることができる。したがって、このよ
うな発光装置では、優れた発光特性を有することができる。
【００２５】
　本発明に係る発光装置において、
　前記第１部材は、接合部材を介して前記第２基体に接続されていてもよい。
【００２６】
　このような発光装置では、第１部材を第２基体に確実に接続（接合）することができる
。
【００２７】
　本発明に係るプロジェクターは、本発明に係る発光装置を含む。
【００２８】
　このようなプロジェクターでは、本発明に係る発光装置を含むことができる。
【００２９】
　本発明に係る発光装置の製造方法は、
　第１基体に、発光部を含む積層体を形成する工程と、
　前記第１基体に、第１部材を形成する工程と、
　前記第１基体に形成された前記積層体および前記第１部材を、第２基体に接続する工程
と、
を含み、
　前記発光部は、
　第１半導体層と、
　前記第１半導体層と導電型の異なる第２半導体層と、
　前記第１半導体層と前記第２半導体層との間に設けられ、電流が注入されることで光を
発することが可能な発光層と、
を有している。
【００３０】
　このような発光装置の製造方法では、積層体および第１部材を第２基体に接続する工程
（実装工程）において、実装時（積層体を第２基体に接続する際）に加えられる力が積層
体と第１部材とに分散される。したがって、実装時に、発光部（積層体）に加わる圧力を
低減できる。この結果、発光部（積層体）に応力や歪みが生じる可能性を低減でき、安定
した発光特性を有する信頼性の高い発光装置を製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】第１実施形態に係る発光装置を模式的に示す断面図。
【図２】第１実施形態に係る発光装置を模式的に示す平面図。
【図３】第１実施形態に係る発光装置の製造方法の一例を示すフローチャート。
【図４】第１実施形態に係る発光装置の製造工程を模式的に示す図。
【図５】第１実施形態に係る発光装置の製造工程を模式的に示す図。
【図６】第１実施形態に係る発光装置の製造工程を模式的に示す図。
【図７】第１実施形態に係る発光装置の製造工程を模式的に示す図。
【図８】第１実施形態に係る発光装置の製造工程を模式的に示す図。
【図９】第１実施形態の変形例に係る発光装置を模式的に示す断面図。
【図１０】第１実施形態の変形例に係る発光装置の製造工程を模式的に示す断面図。
【図１１】第１実施形態の変形例に係る発光装置の製造工程を模式的に示す断面図。
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【図１２】第１実施形態の変形例に係る発光装置の製造工程を模式的に示す断面図。
【図１３】第２実施形態に係る発光装置を模式的に示す断面図。
【図１４】第２実施形態に係る発光装置の製造工程を模式的に示す断面図。
【図１５】第２実施形態に係る発光装置の製造工程を模式的に示す断面図。
【図１６】第２実施形態に係る発光装置の製造工程を模式的に示す断面図。
【図１７】第２実施形態の変形例に係る発光装置を模式的に示す断面図。
【図１８】第３実施形態に係る発光装置を模式的に示す断面図。
【図１９】第３実施形態に係る発光装置を模式的に示す平面図。
【図２０】第３実施形態に係る発光装置の製造方法の一例を示すフローチャート。
【図２１】第３実施形態に係る発光装置の製造工程を模式的に示す断面図。
【図２２】第３実施形態の変形例に係る発光装置を模式的に示す断面図。
【図２３】第４実施形態に係る発光装置を模式的に示す断面図。
【図２４】第４実施形態の変形例に係る発光装置を模式的に示す断面図。
【図２５】第５実施形態に係る発光装置を模式的に示す断面図。
【図２６】第５実施形態に係る発光装置を模式的に示す平面図。
【図２７】第５実施形態の変形例に係る発光装置を模式的に示す断面図。
【図２８】第６実施形態に係るプロジェクターを模式的に示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明の好適な実施形態について図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に説
明する実施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものでは
ない。また、以下で説明される構成の全てが本発明の必須構成要件であるとは限らない。
【００３３】
　１．　第１実施形態
　１．１．　発光装置
　まず、第１実施形態に係る発光装置について図面を参照しながら説明する。図１は、第
１実施形態に係る発光装置１００を模式的に示す断面図である。図２は、第１実施形態に
係る発光装置１００を模式的に示す平面図である。なお、図１は、図２のＩ－Ｉ線断面図
である。
【００３４】
　発光装置１００は、図１に示すように、第１基体１０、積層体２０、第１電極３０（第
１部材）、および第２電極４０を有する発光素子１と、第２基体５０と、を含む。
【００３５】
　発光装置１００では、第１基体１０、積層体２０、第１電極３０、および第２電極４０
が発光素子１を構成し、発光素子１が第２基体５０（実装基板）にジャンクションダウン
実装されている。
【００３６】
　第１基体１０は、例えば、板状の形状を有している。第１基体１０は、例えば、サファ
イア基板である。第１基体１０は、発光層２４で発生した光Ｌに対して透明である。その
ため、発光層２４で発生した光Ｌは、第１基体１０を透過して外部に出射される。すなわ
ち、発光装置１００は、第１基体１０側から光Ｌを出射する。なお、第１基体１０は、サ
ファイア基板に限定されず、その他のセラミックス基板やガラス基板などを用いることが
できる。
【００３７】
　積層体２０は、第１基体１０に設けられている。積層体２０は、第１基体１０の主面１
１に設けられている。積層体２０は、第１基体１０と第２基体５０との間に位置している
。積層体２０は、第１基体１０の主面１１に積層された複数の層で構成されている。積層
体２０は、発光部２を含む。発光部２は、第１半導体層２２と、発光層２４と、第２半導
体層２６と、を有している。
【００３８】
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　上述したように、発光装置１００では、発光素子１は第２基体５０にジャンクションダ
ウン実装されている。すなわち、発光装置１００では、積層体２０が第１基体１０の反対
側において第２基体５０に接続されている。積層体２０は、第２電極４０および接合部材
７２を介して、第２基体５０（第２配線６２）に接続されている。
【００３９】
　なお、本発明に係る記載では、「接続」という文言を、例えば、「特定のもの（以下、
「Ａ」という）が他の特定のもの（以下、「Ｂ」という）に接続されている」などと用い
る場合に、ＡがＢに、直接、接続されているような（ＡとＢが接しているような）場合と
、Ａが他のものを介してＢに接続されているような場合と、が含まれるものとして、「接
続」という文言を用いている。また、本発明に係る記載では、「設ける」という文言を、
例えば、「特定のもの（以下、「Ｃ」という）が他の特定のもの（以下、「Ｄ」という）
に設けられている」などと用いる場合に、ＣがＤに、直接、設けられているような（Ｃと
Ｄが接しているような）場合と、Ｃが他のものを介してＤに設けられているような場合と
、が含まれるものとして、「設ける」という文言を用いている。
【００４０】
　第１半導体層２２は、第１基体１０に設けられている。第１半導体層２２は、第１基体
１０と発光層２４との間に設けられている。第１半導体層２２は、例えば、第１導電型（
例えばｎ型）のＧａＮ層（具体的にはＳｉがドープされたＧａＮ層）である。図示はしな
いが、第１半導体層２２と第１基体１０との間にバッファー層が設けられていてもよい。
バッファー層は、例えば、アンドープのＧａＮ層である。
【００４１】
　発光層２４は、第１半導体層２２と第２半導体層２６との間に設けられている。発光層
２４は、電流が注入されることで光を発することが可能な層である。発光層２４は、例え
ば、ＧａＮ層とＩｎＧａＮ層とから構成された量子井戸構造を有している。発光層２４を
構成するＧａＮ層およびＩｎＧａＮ層の数は、特に限定されない。
【００４２】
　第２半導体層２６は、発光層２４と第２電極４０との間に設けられている。第２半導体
層２６は、第１半導体層２２と導電型の異なる層である。第２半導体層２６は、例えば、
第２導電型（例えばｐ型）のＧａＮ層（具体的にはＭｇがドープされたＧａＮ層）である
。
【００４３】
　発光素子１では、ｐ型の第２半導体層２６、不純物がドーピングされていない発光層２
４、およびｎ型の第１半導体層２２により、ｐｉｎダイオードが形成される。第１半導体
層２２および第２半導体層２６の各々は、発光層２４よりもバンドギャップが大きい層で
ある。発光素子１では、第１電極３０と第２電極４０との間に、ｐｉｎダイオードの順バ
イアス電圧を印加すると（電流を注入すると）、発光層２４において電子と正孔との再結
合が起こる。この再結合により発光が生じる。発光層２４において生じた光Ｌは、第１基
体１０を透過して積層体２０の積層方向（以下単に「積層方向」ともいう）に出射される
。このように、発光素子１は、発光ダイオード（ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏ
ｄｅ、ＬＥＤ）である。
【００４４】
　第１電極３０は、第１基体１０と第２基体５０との間に設けられている。第１電極３０
は、一端が第１基体１０に接続され、他端が第２基体５０に接続されている。具体的には
、第１電極３０と第１基体１０とは、第１基体１０に設けられた第１半導体層２２を除去
して、第１基体１０に、直接、第１電極３０を形成することで接続されている。第１電極
３０の一端は、さらに、第１半導体層２２に接続されている。また、第１電極３０と第２
基体５０とは、接合部材７０を介して接合されている。図示の例では、第１電極３０と第
２基体５０とは、第１電極３０を第２基体５０に設けられた第１配線６０に接合部材７０
で接合することにより、接続されている。
【００４５】
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　第１電極３０は、第１半導体層２２に電気的に接続されている。また、第１電極３０は
、第１配線６０に電気的に接続されている。第１電極３０は、発光層２４に電流を注入す
るための一方の電極である。第１電極３０としては、例えば、Ａｕ層、Ａｇ層などの金属
層や、第１基体１０および第１半導体層２２側からＣｒ層、Ｎｉ層、Ａｕ層の順で積層し
たもの等を用いる。
【００４６】
　第１電極３０は、図２に示すように、平面視において（積層方向から見て）、積層体２
０の周囲を囲っている。第１電極３０は、平面視において積層体２０の外縁に沿って設け
られている。平面視において、第１電極３０の一部は、第１半導体層２２の外縁部に重な
っている。図示の例では、第１電極３０は、角筒状である。
【００４７】
　発光装置１００では、積層体２０の周囲を囲む第１電極３０、第１電極３０の一端に接
続されている第１基体１０、第１電極３０の他端に接続されている第２基体５０によって
、積層体２０を気密に収容する空間が形成されている。すなわち、積層体２０は、第１電
極３０、第１基体１０、および第２基体５０によって気密に封止されている。積層体２０
が収容される空間は、例えば、不活性ガス雰囲気である。
【００４８】
　第２電極４０は、積層体２０の第１基体１０側とは反対側に設けられている。第２電極
４０は、積層体２０と第２配線６２（第２基体５０）との間に設けられている。第２電極
４０は、第２半導体層２６に電気的に接続されている。また、第２電極４０は、第２配線
６２に電気的に接続されている。そのため、第２半導体層２６は、第２電極４０、第２配
線６２を介して貫通電極６４に電気的に接続されている。第２電極４０は、発光層２４に
電流を注入するための他方の電極である。第２電極４０としては、例えば、Ａｕ層、Ａｇ
層などの金属層や、第２半導体層２６側からＰｄ層、Ｐｔ層、Ａｕ層の順で積層したもの
等を用いる。第１電極３０の材質と第２電極４０の材質とは、同じであってもよいし、異
なっていてもよい。
【００４９】
　なお、図示はしないが、第２電極４０と第２半導体層２６との間にコンタクト層が設け
られていてもよい。コンタクト層は、第２電極４０とオーミックコンタクトしていてもよ
い。コンタクト層は、例えば、ｐ型のＧａＮ層である。
【００５０】
　第１電極３０の高さＨ３０は、積層体２０の高さＨ２０に第２電極４０の高さＨ４０を
足した高さ（Ｈ２０＋Ｈ４０）と等しい。なお、高さとは、積層方向の大きさをいう。す
なわち、第１基体１０の主面１１と第１電極３０の第２基体５０側の面との間の距離と、
第１基体１０の主面１１と第２電極４０の第２基体５０側の面との間の距離とは、等しい
。これにより、発光素子１を第２基体５０に実装する際に、第１電極３０と第２基体５０
（第１配線６０）、第２電極４０と第２基体５０（第２配線６２）を、確実に接続するこ
とができる。
【００５１】
　なお、図示はしないが、第１電極３０の高さＨ３０が、積層体２０の高さＨ２０に第２
電極４０の高さＨ４０を足した高さ（Ｈ２０＋Ｈ４０）と異なっていてもよい。
【００５２】
　第２基体５０は、例えば、板状の形状を有している。第２基体５０は、発光素子１を実
装するための実装基板である。第２基体５０の主面５１（発光素子１が実装される面）に
は、第１電極３０に電気的に接続される第１配線６０、第２電極４０に電気的に接続され
る第２配線６２が設けられている。また、第２基体５０には、第２基体５０を貫通する貫
通電極６４が設けられている。貫通電極６４は、第２配線６２を介して第２電極４０に電
気的に接続されている。
【００５３】
　第２基体５０としては、例えば、ＳｉＣ基板などの半導体基板、ＡｌＮ基板などのセラ
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ミックス基板などを用いる。ＳｉＣなどの半導体材料、ＡｌＮなどのセラミックス材料は
、熱伝導率が高く、かつ、電気絶縁性が高い。そのため、第２基体５０として、これらの
基板を用いることにより、発光部２の放熱性を高めることができるとともに、第１配線６
０、第２配線６２、および貫通電極６４の絶縁が容易である。なお、第２基体５０として
、ＣｕＷ基板、ＣｕＭｏ基板などの金属基板を用いてもよい。この場合、第１配線６０、
第２配線６２、貫通電極６４を形成する際に、第２基体５０と、配線６０，６２および貫
通電極６４と、の間に絶縁層などを設ける必要がある。
【００５４】
　第２基体５０の熱膨張係数は、第１基体１０の熱膨張係数に近いことが好ましい。これ
により、発光素子１を第２基体５０に実装する際の熱や駆動時の発熱によって発生する、
第１基体１０の反りを低減でき、発光部２に加わる応力を低減できる。また、第２基体５
０の熱伝導率は、例えば積層体２０の熱伝導率よりも高いことが好ましく、第１基体１０
の熱伝導率よりも高いことがさらに好ましい。また、第２基体５０の熱容量は、第１基体
１０の熱容量よりも大きいことが好ましい。これにより、発光部２（積層体２０）の放熱
性を高めることができる。
【００５５】
　第１基体１０、積層体２０、第２基体５０の熱伝導率の測定方法は、特に限定されない
。第１基体１０、積層体２０、第２基体５０の熱伝導率は、例えば定常法により得られた
ものであってもよいし、フラッシュ法などの非定常法により得られる比熱容量、熱拡散率
から求めたものであってもよい。また、測定対象物がセラミックス基板などの場合には、
ＪＩＳＲ１６１１に準拠して熱伝導率を測定してもよい。
【００５６】
　第１配線６０は、第２基体５０の主面５１に設けられている。第１配線６０は、平面視
において第１電極３０と重なる領域に設けられている。第１配線６０は、第１電極３０と
外部の電源装置（図示せず）とを電気的に接続するための配線である。
【００５７】
　第２配線６２は、第２基体５０の主面５１に設けられている。第２配線６２は、平面視
において第２電極４０と重なる領域に設けられている。第２配線６２は、貫通電極６４に
電気的に接続されている。
【００５８】
　貫通電極６４は、第２基体５０を貫通している。貫通電極６４は、平面視において第２
配線６２と重なる領域に設けられている。図示の例では、貫通電極６４は、複数設けられ
ている。なお、貫通電極６４の数は特に限定されない。第２配線６２および貫通電極６４
は、第２電極４０と外部の電源装置とを電気的に接続するための配線である。貫通電極６
４によって、気密に封止された積層体２０（発光部２）に電源を供給することができる。
【００５９】
　接合部材７０は、第１電極３０と第１配線６０とを、電気的および機械的に接続してい
る。また、接合部材７０は、第１電極３０と第１配線６０とを、積層体２０が収容される
空間の気密が確保されるように接続している。接合部材７２は、第２電極４０と第２配線
６２とを、電気的および機械的に接続している。接合部材７０および接合部材７２は、例
えば、ＡｕＳｎなどのＡｕ系のハンダである。
【００６０】
　発光装置１００は、例えば、以下の特徴を有する。
【００６１】
　発光装置１００では、発光部２を含む積層体２０は、第１基体１０と反対側において、
第２基体５０に接続されている。すなわち、発光装置１００では、発光素子１は第２基体
５０にジャンクションダウン実装されている。これにより、発光部２の放熱性を高めるこ
とができる。また、第１電極３０が第２基体５０に接続されていることにより、発光素子
１の放熱性を高めることができる。
【００６２】



(11) JP 6972665 B2 2021.11.24

10

20

30

40

50

　さらに、発光装置１００では、第１電極３０は、一端が第１基体１０に接続され他端が
第２基体５０に接続されている。そのため、発光装置１００では、製造工程において発光
素子１を第２基体５０に実装する際に加えられる力が、積層体２０と第１電極３０とに分
散される。したがって、発光装置１００では、実装時に、積層体２０（発光部２）に加わ
る圧力を低減できる。この結果、発光部２（積層体２０）に応力や歪みが生じる可能性を
低減でき、安定した発光特性を有する信頼性の高い発光装置を実現できる。
【００６３】
　発光装置１００では、第１半導体層２２に電気的に接続され、導電性を有する第１電極
３０が、実装時に発光部２に加わる圧力を低減させるための部材（第１部材）として機能
する。そのため、発光装置１００では、部品点数を増やすことなく、実装時に発光部２に
加わる圧力を低減できる。
【００６４】
　発光装置１００では、第１電極３０は、積層体２０の周囲を囲って設けられている。そ
のため、発光装置１００では、実装時に加えられる力が積層体２０に集中することを防ぐ
ことができ、実装時に発光部２に加わる圧力を低減できる。例えば、第１電極３０が積層
体２０の周囲を囲っていない場合、実装時に加えられる力が、第１電極３０よりも積層体
２０に集中してしまう可能性がある。これに対して、発光装置１００では、第１電極３０
が積層体２０の周囲を囲っているため、実装時に加えられる力が積層体２０に集中してし
まうことを防ぐことができる。
【００６５】
　発光装置１００では、第１電極３０、第１基体１０、および第２基体５０によって積層
体２０が気密に封止されている。そのため、発光装置１００では、装置の小型化、製造工
程の簡略化を図ることができ、コストを低減できる。
【００６６】
　例えば、発光素子１を樹脂などで封止する場合、十分な気密性を確保できない。また、
発光素子１を、ガラスリッドを用いたセラミックパッケージや、ＣＡＮパッケージなどに
収容した場合、気密性は確保できるが、装置が大型化してしまう、コストがかかってしま
う等の問題がある。これに対して、発光装置１００では、第１電極３０を積層体２０の周
囲を囲むように設けることで積層体２０を気密に封止できるため、装置の小型化、製造工
程の簡略化を図ることができる。
【００６７】
　発光装置１００では、第２基体５０には、貫通電極６４が設けられている。また、第２
半導体層２６は、貫通電極６４に電気的に接続されている。そのため、発光装置１００で
は、第１電極３０、第１基体１０、および第２基体５０によって気密に封止された第２半
導体層２６と、外部の電源装置（図示せず）と、を電気的に接続することができる。
【００６８】
　発光装置１００では、第１電極３０は、接合部材７０を介して第２基体５０に接続され
ている。そのため、発光装置１００では、第１電極３０と第２基体５０とを、より確実に
接続することができる。
【００６９】
　１．２．　発光装置の製造方法
　次に、第１実施形態に係る発光装置１００の製造方法について、図面を参照しながら説
明する。図３は、第１実施形態に係る発光装置１００の製造方法の一例を示すフローチャ
ートである。図４～図８は、第１実施形態に係る発光装置１００の製造工程を模式的に示
す図である。なお、図５は、図６のＶ－Ｖ線断面図であり、図７は、図８のＶＩＩ－ＶＩ
Ｉ線断面図である。
【００７０】
　（１）積層体の形成（Ｓ１０）
　第１基体１０の主面１１に、発光部２を含む積層体２０を形成する。
【００７１】
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　本工程では、まず、図４に示すように、第１基体１０の主面１１に、第１半導体層２２
、発光層２４、第２半導体層２６、をこの順でエピタキシャル成長させる。エピタキシャ
ル成長させる方法としては、例えば、ＭＯＣＶＤ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法、ＭＢＥ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂ
ｅａｍ　Ｅｐｉｔａｘｙ）法などが挙げられる。
【００７２】
　なお、第１基体１０の主面１１に、バッファー層（図示せず）を形成した後に、バッフ
ァー層上に、第１半導体層２２、発光層２４、第２半導体層２６、をこの順でエピタキシ
ャル成長させてもよい。
【００７３】
　図５および図６に示すように、第２半導体層２６、発光層２４、および第１半導体層２
２をパターニングする。パターニングは、例えば、フォトリソグラフィーおよびエッチン
グによって行われる。このとき、第１基体１０の主面１１には、平面視において積層体２
０の周囲を囲むように、第１基体１０が露出した領域１２が形成される。また、第１半導
体層２２には、平面視において発光層２４および第２半導体層２６を囲むように、第１半
導体層２２が露出した領域２３が形成される。以上の工程により、積層体２０を形成する
ことができる。
【００７４】
　（２）第１電極および第２電極の形成（Ｓ１２）
　図７および図８に示すように、第１基体１０上（領域１２）および第１半導体層２２上
（領域２３）に第１電極３０を形成し、積層体２０上（第２半導体層２６上）に第２電極
４０を形成する。
【００７５】
　第１電極３０および第２電極４０は、例えば、真空蒸着法、リフトオフ法などにより形
成される。第１電極３０は、平面視において積層体２０の周囲を囲むように形成される。
【００７６】
　本工程において、第１電極３０の高さＨ３０が、積層体２０の高さＨ２０に第２電極４
０の高さＨ４０を足した高さ（Ｈ２０＋Ｈ４０）と等しくなるように第１電極３０および
第２電極４０が形成される。これにより、後述する実装工程（Ｓ１４）において、第１電
極３０と第２基体５０（第１配線６０）、第２電極４０と第２基体５０（第２配線６２）
を確実に接続することができる。以上の工程により、発光素子１を形成することができる
。なお、第１電極３０および第２電極４０の形成順序は特に限定されない。
【００７７】
　（３）実装（Ｓ１４）
　図１および図２に示すように、第１基体１０に形成された積層体２０（第２電極４０）
および第１電極３０を第２基体５０に接続して、発光素子１を第２基体５０に実装する。
【００７８】
　本工程では、積層体２０の第１基体１０と反対側が第２基体５０に接続されるように実
装される（ジャンクションダウン実装）。
【００７９】
　具体的には、第１電極３０と第１配線６０とを接合部材７０で接続し、第２電極４０と
第２配線６２とを接合部材７２で接続する。なお、第２基体５０には、あらかじめ第１配
線６０、第２配線６２、および貫通電極６４を形成しておく。
【００８０】
　接合部材７０および接合部材７２は、ハンダであり、第１電極３０と第１配線６０、第
２電極４０と第２配線６２とは、それぞれハンダ接合される。例えば、第１配線６０上お
よび第２配線６２上にそれぞれスパッタ法等により接合部材７０および接合部材７２を形
成した後、第１電極３０が接合部材７０に接し、第２電極４０が接合部材７２に接するよ
うに発光素子１を第２基体５０上に配置した状態で、加熱する。これにより、第１電極３
０と第１配線６０とが接続（接合）され、第２電極４０と第２配線６２とが接続（接合）
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される。この接合を不活性ガス雰囲気中で行うことにより、積層体２０を収容する空間を
不活性ガス雰囲気にすることができる。
【００８１】
　発光素子１を第２基体５０に実装する際には、第１基体１０に形成された積層体２０が
第２基体５０に押しつけられるため、積層体２０に圧力が加わる。本実施形態では、第１
基体１０には、積層体２０に加えて第１電極３０が形成されているため、実装時に加えら
れる力が積層体２０と第１電極３０とに分散され、積層体２０（発光部２）に加わる圧力
を低減できる。
【００８２】
　本工程により、発光素子１が第２基体５０に実装されるとともに、積層体２０が第１電
極３０、第１基体１０、および第２基体５０によって気密に封止される。
【００８３】
　以上の工程により、発光装置１００を製造することができる。
【００８４】
　本実施形態に係る発光装置１００の製造方法は、例えば以下の特徴を有する。
【００８５】
　本実施形態に係る発光装置１００の製造方法は、第１基体１０に、発光部２を含む積層
体２０を形成する工程と、第１基体１０に第１電極３０を形成する工程と、第１基体１０
に形成された積層体２０および第１電極３０を、第２基体５０に接続する工程（実装工程
）と、を含む。そのため、上述したように、実装工程において、積層体２０（発光部２）
に加わる圧力を低減できる。よって、発光部２（積層体２０）に応力や歪みが生じる可能
性を低減でき、安定した発光特性を有する信頼性の高い発光装置を製造することができる
。
【００８６】
　本実施形態に係る発光装置１００の製造方法では、第１電極３０が、積層体２０の周囲
を囲むように形成される。そのため、実装工程において、積層体２０を、第１電極３０、
第１基体１０、および第２基体５０によって気密に封止することができる。そのため、セ
ラミックパッケージやＣＡＮパッケージなどを用いて発光素子１を気密に封止する場合と
比べて、製造工程の簡略化を図ることができる。
【００８７】
　１．３．　発光装置の変形例
　１．３．１．　発光装置
　次に、第１実施形態の変形例に係る発光装置について、図面を参照しながら説明する。
図９は、第１実施形態の変形例に係る発光装置１１０を模式的に示す断面図である。なお
、第１実施形態の変形例に係る発光装置１１０の平面形状は、図２に示す発光装置１００
の平面形状と同様であり、図示を省略する。
【００８８】
　以下、第１実施形態の変形例に発光装置１１０において、上述した第１実施形態に係る
発光装置１００の構成部材と同様の機能を有する部材については同一の符号を付し、その
詳細な説明を省略する。
【００８９】
　発光装置１１０では、図９に示すように、積層体２０は複数の柱状部４を有し、発光部
２は複数の柱状部４で構成されている点で、上述した発光装置１００と異なる。発光装置
１１０では、発光素子１は、例えば、ナノ構造体を適用した半導体レーザーである。
【００９０】
　積層体２０は、バッファー層２１を有している。バッファー層２１は、第１基体１０の
主面１１に設けられている。バッファー層２１は、第１半導体層２２と第１基体１０との
間に設けられている。バッファー層２１は、例えば、アンドープのＧａＮ層である。
【００９１】
　柱状部４は、バッファー層２１に設けられている。柱状部４は、複数設けられている。
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柱状部４の断面形状（積層方向と直交する方向における断面形状）は、例えば、円、多角
形（例えば六角形）などである。柱状部４の径（多角形の場合は内接円の径）は、例えば
、ｎｍオーダーであり、具体的には１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下である。柱状部４は、例
えば、ナノコラム、ナノワイヤー、ナノロッド、ナノピラーとも呼ばれる。柱状部４の積
層方向の大きさは、例えば、０．１μｍ以上５μｍ以下である。複数の柱状部４は、互い
に離間している。隣り合う柱状部４の間隔は、例えば、１ｎｍ以上５００ｎｍ以下である
。
【００９２】
　柱状部４は、第１半導体層２２と、発光層２４と、第２半導体層２６と、を有している
。
【００９３】
　複数の柱状部４は、平面視において、所定の方向に所定のピッチで配列されている。
【００９４】
　発光素子１では、発光層２４において発生した光は、半導体層２２，２６により積層方
向と直交する方向に伝搬し、柱状部４において、積層方向と直交する方向に定在波を形成
し、発光層２４において利得を受けてレーザー発振する。そして、＋１次回折光および－
１次回折光（光Ｌ）が積層方向に進行し、第１基体１０を透過して出射される。
【００９５】
　隣り合う柱状部４の間には、隣り合う柱状部４のそれぞれに接続されている（隣り合う
柱状部４を接続する）接続部材２８が設けられている。接続部材２８は、隣り合う柱状部
４の間で連続している。接続部材２８は、隣り合う柱状部４の間に埋め込まれている埋め
込み層である。図示の例では、隣り合う柱状部４の間の空間の全部が接続部材２８で埋め
込まれている。なお、本実施形態において、接続部材２８が隣り合う柱状部４を接続する
、あるいは、接続部材２８が隣り合う柱状部４のそれぞれに接続されている、とは、隣り
合う柱状部４の間に接続部材２８が埋め込まれている状態を含む表現である。
【００９６】
　隣り合う柱状部４の間に接続部材２８を設けることにより、柱状部４の強度を向上でき
る。そのため、発光素子１を第２基体５０に実装する際に、柱状部４に加わる圧力によっ
て柱状部４に応力や歪みが生じて、柱状部４に欠陥や転位が生じて発光特性が不安定にな
ったり、柱状部４が破壊されてしまったりする可能性を低減できる。また、実装後でも、
環境温度が変化した場合に熱膨張係数の差により柱状部４に生じる応力、すなわち、例え
ば環境温度変化により生じる、第２基体５０、第１電極３０、第２電極４０、あるいは接
合部材７０，７２から柱状部４に伝わる応力により、柱状部４に欠陥や転位が生じて発光
特性が不安定になったり、柱状部４が破壊されてしまったりする可能性を低減できる。し
たがって、安定した発光特性を有する信頼性の高い発光装置を実現できる。
【００９７】
　なお、図示はしないが、接続部材２８に空隙が含まれていてもよい。また、図示の例で
は、隣り合う柱状部４の間の空間の全部に接続部材２８が設けられているが、隣り合う柱
状部４の間の空間の一部に接続部材２８が設けられていてもよい。すなわち、隣り合う柱
状部４の空間の一部が接続部材２８で埋め込まれていればよい。このような場合にも、接
続部材２８が設けられない場合（隣り合う柱状部４の間が空隙である場合）と比べて、柱
状部４の強度を向上できる。
【００９８】
　接続部材２８は、発光層２４で発生した光に対して透明であり、発光層２４で発生した
光を伝搬することができる。接続部材２８の屈折率は、例えば、空気（空隙）の屈折率よ
りも発光層２４の屈折率に近い。すなわち、発光層２４の屈折率と接続部材２８の屈折率
との差は、接続部材２８の屈折率と空気の屈折率との差よりも小さい。接続部材２８の屈
折率は、例えば、半導体層２２，２６および発光層２４の屈折率よりも低い。
【００９９】
　接続部材２８は、例えば、絶縁性の材料で構成されている。接続部材２８の材質は、例
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えば、ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＴｉＯ２、ＳｉＯ２、ＳｉＯＮ、などである。また、接続部
材２８として、ポリイミドを用いてもよい。なお、図示はしないが、接続部材２８を複数
の層で構成してもよい。例えば、接続部材２８の柱状部４に接する部分を絶縁層とし、柱
状部４に接しない部分（絶縁層で柱状部４と絶縁された領域）を導電層、またはｐ型のＧ
ａＮ等からなる半導体層としてもよい。
【０１００】
　なお、上記では、発光素子１がナノ構造体を用いた半導体レーザーである場合について
説明したが、発光素子１は、ナノ構造体を用いたスーパールミネッセントダイオードや、
ナノ構造体を用いたＬＥＤであってもよい。
【０１０１】
　発光装置１１０では、上述した発光装置１００と同様の作用効果を得ることができる。
【０１０２】
　さらに、発光装置１１０では、積層体２０は複数の柱状部４を有し、発光部２は複数の
柱状部４で構成されている。そのため、発光装置１１０では、発光層２４、および半導体
層２２，２６に発生する転位や欠陥を低減することができ、高い品質の結晶を得ることが
できる。したがって、発光装置１１０では、優れた発光特性を有することができる。
【０１０３】
　１．３．２．　発光装置の製造方法
　次に、第１実施形態の変形例に係る発光装置１１０の製造方法について説明する。図１
０～図１２は、第１実施形態の変形例に係る発光装置１１０の製造工程を模式的に示す断
面図である。
【０１０４】
　発光装置１１０の製造方法は、図３に示す発光装置１００の製造方法と同様に、積層体
２０を形成する工程（Ｓ１０）と、第１電極３０および第２電極４０を形成する工程（Ｓ
１２）と、実装工程（Ｓ１４）と、を含む。
【０１０５】
　（１）積層体の形成（Ｓ１０）
　まず、第１基体１０の主面１１に、発光部２を含む積層体２０を形成する。
【０１０６】
　具体的には、図１０に示すように、まず、第１基体１０の主面１１に、バッファー層２
１をエピタキシャル成長させる。次に、バッファー層２１上にマスク層（図示せず）を形
成する。マスク層は、例えば、酸化シリコン層、酸化窒化シリコン層、酸化アルミニウム
層、酸化ハフニウム層、チタン層、酸化チタン層、酸化ジルコニウム層、窒化シリコン層
や、これらの積層膜などである。マスク層は、例えば、スパッタや蒸着などによる成膜、
ならびにフォトリソグラフィーおよびエッチングによるパターニングによって形成される
。
【０１０７】
　次に、マスク層をマスクとして、ＭＯＣＶＤ法やＭＢＥ法などにより、バッファー層２
１上に、第１半導体層２２、発光層２４、および第２半導体層２６を、この順でエピタキ
シャル成長させる。これにより、複数の柱状部４を形成することができる。
【０１０８】
　次に、隣り合う柱状部４の間に、接続部材２８を形成する。接続部材２８は、隣り合う
柱状部４の間に埋め込まれる。接続部材２８がＳＯＧ（Ｓｐｉｎ　ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）や
ポリイミド等である場合、接続部材２８はスピンコート法などによって形成され、接続部
材２８がＴｉＯ２などの酸化物である場合、接続部材２８はＡＬＤ（Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａ
ｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法などによって形成される。また、接続部材２８がＧａ
ＮやＩｎＧａＮなどの半導体層等である場合、接続部材２８はＭＯＣＶＤ法などによって
形成される。
【０１０９】
　次に、図１１に示すように、柱状部４、バッファー層２１、および接続部材２８をパタ
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ーニングする。このとき、第１基体１０の主面１１には、第１基体１０が露出した領域１
２が形成される。また、第１半導体層２２には、第１半導体層２２が露出した領域２３が
形成される。以上の工程により、積層体２０を形成することができる。
【０１１０】
　（２）第１電極および第２電極の形成（Ｓ１２）
　次に、図１２に示すように、第１基体１０上（領域１２）および第１半導体層２２上（
領域２３）に第１電極３０を形成し、積層体２０上（第２半導体層２６上）に第２電極４
０を形成する。本工程は、上述した発光装置１００の製造方法における第１電極３０およ
び第２電極４０を形成する工程（Ｓ１２）と同様に行われる。以上の工程により、発光素
子１を形成することができる。
【０１１１】
　（３）実装（Ｓ１４）
　次に、図９に示すように、発光素子１を第２基体５０に実装する。本工程は、上述した
発光装置１００の製造方法における実装工程（Ｓ１４）と同様に行われる。
【０１１２】
　以上の工程により、発光装置１１０を製造することができる。
【０１１３】
　本実施形態に係る発光装置１１０の製造方法は、上述した発光装置１００の製造方法と
同様の作用効果を奏することができる。
【０１１４】
　２．　第２実施形態
　２．１．　発光装置
　次に、第２実施形態に係る発光装置について、図面を参照しながら説明する。図１３は
、第２実施形態に係る発光装置２００を模式的に示す断面図である。なお、第２実施形態
に係る発光装置２００の平面形状は、図２に示す発光装置１００の平面形状と同様であり
、図示を省略する。
【０１１５】
　以下、第２実施形態に係る発光装置２００において、上述した第１実施形態に係る発光
装置１００の構成部材と同様の機能を有する部材については同一の符号を付し、その詳細
な説明を省略する。
【０１１６】
　上述した発光装置１００では、図１に示す接合部材７０および接合部材７２は、ハンダ
であった。これに対して、発光装置２００では、図１３に示すように、接合部材７０およ
び接合部材７２は、導電性ペーストである。
【０１１７】
　接合部材７０および接合部材７２として用いられる導電性ペーストは、例えば、銀ペー
ストである。銀ペーストは、ナノサイズの銀粒子が含まれているペーストである。なお、
接合部材７０および接合部材７２として、銀粒子以外の金属粒子が含まれたペーストを用
いてもよい。
【０１１８】
　上述した発光装置１００では、図１に示すように、第１電極３０の高さＨ３０は、積層
体２０の高さＨ２０に第２電極４０の高さＨ４０を足した高さ（Ｈ２０＋Ｈ４０）と等し
かったが、発光装置２００では、第１電極３０の高さＨ３０は特に限定されない。図示の
例では、第１電極３０の高さＨ３０は、積層体２０の高さＨ２０に第２電極４０の高さＨ
４０を足した高さ（Ｈ２０＋Ｈ４０）よりも小さい。
【０１１９】
　発光装置２００では、上述した発光装置１００と同様の作用効果を奏することができる
。
【０１２０】
　２．２．　発光装置の製造方法
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　次に、本実施形態に係る発光装置２００の製造方法について説明する。図１４～図１６
は、第２実施形態に係る発光装置２００の製造工程を模式的に示す断面図である。
【０１２１】
　発光装置２００の製造方法は、図３に示す発光装置１００の製造方法と同様に、積層体
２０を形成する工程（Ｓ１０）と、第１電極３０および第２電極４０を形成する工程（Ｓ
１２）と、実装工程（Ｓ１４）と、を含む。
【０１２２】
　（１）積層体の形成（Ｓ１０）
　まず、第１基体１０の主面１１に、発光部２を含む積層体２０を形成する。本工程は、
上述した発光装置１００の製造方法における積層体２０を形成する工程（Ｓ１０）と同様
に行われる。
【０１２３】
　（２）第１電極および第２電極の形成（Ｓ１２）
　次に、図１４に示すように、第１基体１０上（領域１２）および第１半導体層２２上（
領域２３）に第１電極３０を形成し、積層体２０上（第２半導体層２６上）に第２電極４
０を形成する。
【０１２４】
　本工程では、第１電極３０の高さＨ３０が、積層体２０の高さＨ２０に第２電極４０の
高さＨ４０を足した高さ（Ｈ２０＋Ｈ４０）よりも小さく形成される点を除いて、上述し
た発光装置１００の製造方法における第１電極３０および第２電極４０を形成する工程（
Ｓ１２）と同様に行われる。以上の工程により、発光素子１を形成することができる。
【０１２５】
　（３）実装（Ｓ１４）
　次に、第１基体１０に形成された積層体２０（第２電極４０）および第１電極３０を第
２基体５０に接続して、発光素子１を第２基体５０に実装する。
【０１２６】
　本工程では、積層体２０の第１基体１０と反対側が第２基体５０に接続されるように実
装される（ジャンクションダウン）。
【０１２７】
　具体的には、まず、図１５に示すように、第１電極３０上および第２電極４０上に導電
性ペーストをスクリーン印刷した後、焼成して、バンプ７０ａおよびバンプ７２ａを形成
する。次に、バンプ７０ａおよびバンプ７２ａを研削やバイトにより削り出して、表面を
平坦化し、バンプ７０ａの高さと、積層体２０の高さに第２電極４０およびバンプ７２ａ
の高さを足した高さと、を等しくする。これにより、第１電極３０と第２基体５０（第１
配線６０）、第２電極４０と第２基体５０（第２配線６２）を確実に接続（接合）するこ
とができる。
【０１２８】
　次に、図１６に示すように、第２基体５０の主面５１に、第１配線６０、第２配線６２
、および貫通電極６４を形成する。次に、第１配線６０上および第２配線６２上に、導電
性ペースト７０ｂおよび導電性ペースト７２ｂをスクリーン印刷または塗布する。
【０１２９】
　次に、図１３に示すように、バンプ７０ａが導電性ペースト７０ｂを介して第１配線６
０上に位置し、バンプ７２ａが導電性ペースト７２ｂを介して第２配線６２上に位置する
ように発光素子１を第２基体５０上に配置した状態で、導電性ペースト７０ｂ，７２ｂを
焼成する。これにより、第１電極３０と第１配線６０とが接合部材７０で接続（接合）さ
れ、第２電極４０と第２配線６２とが接合部材７２で接続（接合）される。このとき、バ
ンプ７０ａと導電性ペースト７０ｂとが接合部材７０を形成し、バンプ７２ａと導電性ペ
ースト７２ｂとが接合部材７２を形成する。この接合を不活性ガス雰囲気中で行うことに
より、積層体２０を収容する空間を不活性ガス雰囲気にすることができる。
【０１３０】
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　本工程において、発光素子１を第２基体５０に実装する際に加えられる力は、積層体２
０と第１電極３０とに分散されるため、実装時に積層体２０（発光部２）に加わる圧力を
低減できる。
【０１３１】
　本工程により、発光素子１が第２基体５０に実装されるとともに、積層体２０が第１電
極３０、第１基体１０、および第２基体５０によって気密に封止される。
【０１３２】
　以上の工程により、発光装置２００を製造することができる。
【０１３３】
　本実施形態に係る発光装置２００の製造方法は、上述した発光装置１００の製造方法と
同様の作用効果を奏することができる。
【０１３４】
　２．３．　発光装置の変形例
　２．３．１．　発光装置
　次に、第２実施形態の変形例に係る発光装置について、図面を参照しながら説明する。
図１７は、第２実施形態の変形例に係る発光装置２１０を模式的に示す断面図である。な
お、第２実施形態の変形例に係る発光装置２１０の平面形状は、図２に示す発光装置１０
０の平面形状と同様であり、図示を省略する。
【０１３５】
　以下、第２実施形態の変形例に発光装置２１０において、上述した発光装置１１０，２
００の構成部材と同様の機能を有する部材については同一の符号を付し、その詳細な説明
を省略する。
【０１３６】
　発光装置２１０では、図１７に示すように、積層体２０は複数の柱状部４を有し、発光
部２は、複数の柱状部４で構成されている点で、上述した発光装置２００と異なる。発光
装置２１０では、発光素子１は、例えば、ナノ構造体を適用した半導体レーザーである。
【０１３７】
　発光装置２１０において、積層体２０の構成は、上述した発光装置１１０の積層体２０
（図９参照）の構成と同様である。
【０１３８】
　発光装置２１０では、上述した発光装置２００と同様の作用効果を奏することができる
。さらに、発光装置２１０では、上述した発光装置１１０と同様に、優れた発光特性を有
することができる。
【０１３９】
　２．３．２．　発光装置の製造方法
　次に、本変形例に係る発光装置２１０の製造方法について説明する。発光装置２１０の
製造方法は、図３に示す発光装置１００の製造方法と同様に、積層体２０を形成する工程
（Ｓ１０）と、第１電極３０および第２電極４０を形成する工程（Ｓ１２）と、実装工程
（Ｓ１４）と、を含む。
【０１４０】
　なお、積層体２０を形成する工程（Ｓ１０）は、上述した発光装置１１０の製造方法に
おける積層体２０を形成する工程（Ｓ１０）と同様に行われる。また、第１電極３０およ
び第２電極４０を形成する工程（Ｓ１２）および実装工程（Ｓ１４）は、上述した発光装
置２００の製造方法における第１電極３０および第２電極４０を形成する工程（Ｓ１２）
および実装工程（Ｓ１４）と同様に行われる。
【０１４１】
　本変形例に係る発光装置２１０の製造方法は、上述した発光装置２００の製造方法と同
様の作用効果を奏することができる。
【０１４２】
　３．　第３実施形態
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　３．１．　発光装置
　次に、第３実施形態に係る発光装置について、図面を参照しながら説明する。図１８は
、第３実施形態に係る発光装置３００を模式的に示す断面図である。図１９は、第３実施
形態に係る発光装置３００を模式的に示す平面図である。なお、図１８は、図１９のＸＶ
ＩＩＩ－ＸＶＩＩＩ線断面図である。
【０１４３】
　以下、第３実施形態に係る発光装置３００において、上述した第１実施形態に係る発光
装置１００，２００の構成部材と同様の機能を有する部材については同一の符号を付し、
その詳細な説明を省略する。
【０１４４】
　発光装置３００は、図１８および図１９に示すように、第１基体１０と第２基体５０と
の間に設けられ、第１電極３０および積層体２０の周囲を囲っている封止部材８０（第２
部材）を含んで構成されている点で、上述した発光装置１００と異なる。
【０１４５】
　封止部材８０は、一端が第１基体１０に接続され、他端が第２基体５０に接続されてい
る。封止部材８０と第１基体１０とは、第１基体１０に、直接、封止部材８０が接合され
ることで接続されている。封止部材８０と第２基体５０とは、第２基体５０に設けられた
第１配線６０に封止部材８０が接合されることで接続されている。封止部材８０は、例え
ば、低融点ガラスである。
【０１４６】
　封止部材８０は、図１９に示すように、平面視において、第１電極３０および積層体２
０の周囲を囲っている。発光装置３００では、第１電極３０の周囲を囲っている封止部材
８０、封止部材８０の一端に接続されている第１基体１０、および封止部材８０の他端に
接続されている第２基体５０によって、第１電極３０および積層体２０を気密に収容する
空間が形成されている。すなわち、第１電極３０および積層体２０は、封止部材８０、第
１基体１０、第２基体５０によって気密に封止されている。
【０１４７】
　発光装置３００では、積層体２０は、第１電極３０によって周囲を囲まれており、第１
電極３０は、封止部材８０によって周囲を囲まれている。すなわち、積層体２０は、第１
電極３０および封止部材８０によって二重に囲まれており、二重に封止されている。その
ため、発光装置３００では、積層体２０が収容される空間の気密性をより高めることがで
きる。
【０１４８】
　発光装置３００では、上述した発光装置１００と同様の作用効果を奏することができる
。
【０１４９】
　さらに、発光装置３００では、封止部材８０が第１基体１０と第２基体５０との間に設
けられ、封止部材８０の一端が第１基体１０に接続され、封止部材８０の他端が第２基体
５０に接続されている。そのため、発光装置３００では、発光素子１を第２基体５０に実
装する際に加えられる力が、積層体２０と、第１電極３０と、封止部材８０と、に分散さ
れる。したがって、発光装置３００では、実装時に、積層体２０（発光部２）に加わる圧
力をより低減できる。この結果、発光部２（積層体２０）に応力や歪みが生じる可能性を
低減でき、安定した発光特性を有する信頼性の高い発光装置を実現できる。
【０１５０】
　また、発光装置３００では、封止部材８０が、第１電極３０および積層体２０の周囲を
囲って設けられている。そのため、発光装置３００では、実装時に加えられる力が積層体
２０に集中することを防ぐことができ、実装時に発光部２に加わる圧力を低減できる。
【０１５１】
　また、発光装置３００では、封止部材８０、第１基体１０、および第２基体５０によっ
て第１電極３０および積層体２０が気密に封止されている。すなわち、発光装置３００で
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は、積層体２０が二重に封止されている。そのため、発光装置３００では、積層体２０が
収容される空間の気密性をより高めることができる。
【０１５２】
　発光装置３００では、第１電極３０および積層体２０を封止するための封止部材８０が
、実装時に発光部２に加わる圧力を低減させるための部材（第２部材）として機能する。
そのため、発光装置３００では、部品点数を増やすことなく、実装時に発光部２に加わる
圧力を低減できる。
【０１５３】
　３．２．　発光装置の製造方法
　次に、第３実施形態に係る発光装置３００の製造方法について、図面を参照しながら説
明する。図２０は、第３実施形態に係る発光装置３００の製造方法の一例を示すフローチ
ャートである。図２１は、第３実施形態に係る発光装置３００の製造工程を模式的に示す
断面図である。
【０１５４】
　（１）積層体の形成（Ｓ２０）
　まず、第１基体１０の主面１１に、発光部２を含む積層体２０を形成する。本工程は、
上述した発光装置１００の製造方法における積層体２０を形成する工程（Ｓ１０）と同様
に行われる。
【０１５５】
　（２）第１電極および第２電極の形成（Ｓ２２）
　次に、第１基体１０上（領域１２）および第１半導体層２２上（領域２３）に第１電極
３０を形成し、積層体２０上（第２半導体層２６上）に第２電極４０を形成する。本工程
は、上述した発光装置１００の製造方法における第１電極３０および第２電極４０を形成
する工程（Ｓ１２）と同様に行われる。以上の工程により、発光素子１を形成することが
できる（図７参照）。
【０１５６】
　（３）封止部材の形成（Ｓ２４）
　次に、図２１に示すように、第２基体５０の主面５１に封止部材８０を形成する。具体
的には、第２基体５０の主面５１にガラスフリットを塗布し、当該ガラスフリットを焼成
することで、封止部材８０を形成する。このように、事前にガラスフリットを焼成するこ
とにより、ガラスフリット内の溶媒を飛ばして、封止部材８０で封止される空間への溶媒
の残留を防ぐことができる。なお、第２基体５０には、あらかじめ第１配線６０、第２配
線６２、および貫通電極６４を形成しておく。
【０１５７】
　（４）実装（Ｓ２６）
　次に、図１８および図１９に示すように、発光素子１を第２基体５０に実装する。
【０１５８】
　具体的には、まず、第１電極３０と第１配線６０とを接合部材７０で接続（ハンダ接合
）し、第２電極４０と第２配線６２とを接合部材７２で接続（ハンダ接合）する。
【０１５９】
　次に、封止部材８０にレーザーを照射し、封止部材８０の一端を第１基体１０に融着さ
せ、封止部材８０の他端を第２基体５０に融着させる。これにより、封止部材８０の一端
が第１基体１０に接続（接合）され、封止部材８０の他端が第２基体５０に接続（接合）
される。この工程を不活性ガス雰囲気中で行うことにより、第１電極３０および積層体２
０を収容する空間を不活性ガス雰囲気にすることができる。
【０１６０】
　本工程において、発光素子１を第２基体５０に実装する際には、第１基体１０に形成さ
れた積層体２０が第２基体５０に押しつけられるため、積層体２０に圧力が加わる。この
とき、第１基体１０には、積層体２０に加えて第１電極３０が形成され、第２基体５０に
は封止部材８０が形成されている。そのため、実装時に加えられる力が、積層体２０と、
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第１電極３０と、封止部材８０と、に分散され、積層体２０（発光部２）に加わる圧力を
低減できる。
【０１６１】
　本工程により、発光素子１が第２基体５０に実装されるとともに、第１電極３０および
積層体２０が封止部材８０、第１基体１０、および第２基体５０によって気密に封止され
る。
【０１６２】
　なお、第１電極３０と第１配線６０との接続（接合）、第２電極４０と第２配線６２と
の接続（接合）、および封止部材８０と基体１０，５０との接続（融着）を、同時に行っ
てもよい。すなわち、接合部材７０，７２（例えばＡｕＳｎハンダ）と、封止部材８０（
低融点ガラス）と、を同時に加熱して、それぞれの接続（接合や融着）を同時に行っても
よい。
【０１６３】
　以上の工程により、発光装置３００を製造することができる。
【０１６４】
　本実施形態に係る発光装置３００の製造方法は、上述した発光装置１００の製造方法と
同様の作用効果を奏することができる。
【０１６５】
　さらに、本実施形態に係る発光装置３００の製造方法では、実装工程において、第１電
極３０および封止部材８０によって積層体２０（発光部２）に加わる圧力を低減できる。
したがって、発光部２（積層体２０）に応力や歪みが生じる可能性を低減でき、安定した
発光特性を有する信頼性の高い発光装置を製造することができる。
【０１６６】
　また、本実施形態に係る発光装置３００の製造方法では、封止部材８０が、第１電極３
０の周囲を囲むように形成される。そのため、発光素子１を第２基体５０にジャンクショ
ンダウン実装することにより、積層体２０を、封止部材８０および第１電極３０によって
二重に封止することができる。これにより、積層体２０が収容される空間の気密性をより
高めることができる。
【０１６７】
　３．３．　発光装置の変形例
　次に、第３実施形態の変形例に係る発光装置について、図面を参照しながら説明する。
図２２は、第３実施形態の変形例に係る発光装置３１０を模式的に示す断面図である。な
お、第３実施形態の変形例に係る発光装置３１０の平面形状は、図１９に示す発光装置３
００の平面形状と同様であり、図示を省略する。
【０１６８】
　以下、第３実施形態の変形例に発光装置３１０において、上述した発光装置１１０，３
００の構成部材と同様の機能を有する部材については同一の符号を付し、その詳細な説明
を省略する。
【０１６９】
　発光装置３１０では、図２２に示すように、積層体２０は複数の柱状部４を有し、発光
部２は、複数の柱状部４で構成されている点で、上述した発光装置３００と異なる。発光
装置３１０では、発光素子１は、例えば、ナノ構造体を適用した半導体レーザーである。
【０１７０】
　なお、発光装置３１０の構成は、発光素子１を上述した発光装置１１０の発光素子１（
図９参照）とした点を除いて、発光装置３００と同じであり、その説明を省略する。
【０１７１】
　発光装置３１０は、上述した発光装置３００と同様の作用効果を奏することができる。
さらに、発光装置３１０では、上述した発光装置１１０と同様に、優れた発光特性を有す
ることができる。
【０１７２】
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　４．　第４実施形態
　４．１．　発光装置
　次に、第４実施形態に係る発光装置について、図面を参照しながら説明する。図２３は
、第４実施形態に係る発光装置４００を模式的に示す断面図である。なお、第４実施形態
に係る発光装置４００の平面形状は、図１９に示す発光装置３００の平面形状と同様であ
り、図示を省略する。
【０１７３】
　以下、第４実施形態に係る発光装置４００において、上述した発光装置１００，２００
，３００の構成部材と同様の機能を有する部材については同一の符号を付し、その詳細な
説明を省略する。
【０１７４】
　発光装置４００は、図２３に示すように、第１基体１０と第２基体５０との間に設けら
れ、第１電極３０および積層体２０の周囲を囲っている封止部材８０（第２部材）を含ん
で構成されている点で、上述した発光装置２００と異なる。
【０１７５】
　なお、発光装置４００の構成は、発光素子１の構成が上述した発光装置２００の発光素
子１（図１３参照）の構成と同様である点を除いて、発光装置３００（図１８参照）の構
成と同様であり、その説明を省略する。
【０１７６】
　発光装置４００は、上述した発光装置３００と同様の作用効果を奏することができる。
【０１７７】
　４．２．　発光装置の製造方法
　次に、第４実施形態に係る発光装置４００の製造方法について説明する。第４実施形態
に係る発光装置４００の製造方法は、上述した第２実施形態に係る発光装置２００の製造
方法および第３実施形態に係る発光装置３００の製造方法を組み合わせることで製造する
ことができる。
【０１７８】
　発光装置４００の製造方法は、上述した発光装置２００，３００の製造方法と同様の作
用効果を奏することができる。
【０１７９】
　４．３．　発光装置の変形例
　次に、第４実施形態の変形例に係る発光装置について、図面を参照しながら説明する。
図２４は、第４実施形態の変形例に係る発光装置４１０を模式的に示す断面図である。な
お、第４実施形態の変形例に係る発光装置４１０の平面形状は、図１９に示す発光装置３
００の平面形状と同様であり、図示を省略する。
【０１８０】
　以下、第４実施形態の変形例に発光装置４１０において、上述した発光装置２１０，４
００の構成部材と同様の機能を有する部材については同一の符号を付し、その詳細な説明
を省略する。
【０１８１】
　発光装置４１０では、図２４に示すように、積層体２０は複数の柱状部４を有し、発光
部２は、複数の柱状部４で構成されている点で、上述した発光装置４００と異なる。発光
装置４１０では、発光素子１は、例えば、ナノ構造体を適用した半導体レーザーである。
【０１８２】
　なお、発光装置４１０の構成は、発光素子１を上述した発光装置２１０の発光素子１（
図１７参照）とした点を除いて、発光装置４００と同じであり、その説明を省略する。
【０１８３】
　発光装置４１０は、上述した発光装置４００と同様の作用効果を奏することができる。
【０１８４】
　さらに、発光装置４１０では、上述した発光装置２１０と同様に、優れた発光特性を有
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することができる。
【０１８５】
　５．　第５実施形態
　５．１．　発光装置
　次に、第５実施形態に係る発光装置について図面を参照しながら説明する。図２５は、
第５実施形態に係る発光装置５００を模式的に示す断面図である。図２６は、第５実施形
態に係る発光装置５００を模式的に示す平面図である。なお、図２５は、図２６のＸＸＶ
－ＸＸＶ線断面図である。
【０１８６】
　以下、第５実施形態に係る発光装置５００において、上述した発光装置１００，２００
，３００，４００の構成部材と同様の機能を有する部材については同一の符号を付し、そ
の詳細な説明を省略する。
【０１８７】
　発光装置５００では、図２５および図２６に示すように、第１電極３０には、第１電極
３０の内側の積層体２０が収容される空間と、第１電極３０と封止部材８０との間の空間
と、を連通するスリット部３２が設けられている点で、発光装置４００と異なる。すなわ
ち、発光装置５００では、積層体２０は、第１電極３０によって封止されておらず、封止
部材８０のみで気密に封止されている。
【０１８８】
　第１電極３０にスリット部３２が形成されているため、第１電極３０は積層体２０の周
囲を囲っていない。第１電極３０は、角筒の側壁の一部を切り欠いた形状を有している。
第１電極３０にスリット部３２を設けることにより、製造工程において接合部材７０，７
２（導電性ペースト）から発生するガスによる積層体２０（発光部２）の汚染を低減でき
る。
【０１８９】
　また、第１電極３０にスリット部３２が形成されている場合でも、発光素子１を第２基
体５０に実装する際に加えられる力は第１電極３０によって分散される。そのため、本実
施形態においても、実装時に積層体２０（発光部２）に加わる圧力を低減できる。
【０１９０】
　第５実施形態に係る発光装置５００では、上述した発光装置４００と同様の作用効果を
奏することができる。
【０１９１】
　さらに、第５実施形態に係る発光装置５００では、製造工程において接合部材７０，７
２から発生するガスによる積層体２０（発光部２）の汚染を低減できる。
【０１９２】
　５．２．　発光装置の製造方法
　次に、第５実施形態に係る発光装置５００の製造方法について説明する。第５実施形態
に係る発光装置５００の製造方法は、第１電極３０にスリット部３２を設ける点、スリッ
ト部３２を通してガスの排気を行う点が、上述した第４実施形態に係る発光装置４００の
製造方法と異なる。以下、この相違点について説明する。
【０１９３】
　第５実施形態に係る発光装置５００の製造方法では、第１電極３０および第２電極４０
を形成する工程において、第１電極３０にスリット部３２が形成される。
【０１９４】
　また、実装工程において、第１電極３０の内側の空間を、スリット部３２を通して排気
し、不活性ガスに置換する。具体的には、まず、第１電極３０と第１配線６０とを接合部
材７０（導電性ペースト）で接合し、第２電極４０と第２配線６２とを接合部材７２（導
電性ペースト）で接合する。このとき、導電性ペーストの焼成により接合部材７０，７２
からガスが発生する。次に、スリット部３２を通して、第１電極３０の内側の空間からガ
スを排気し、不活性ガスに置換する。次に、封止部材８０にレーザーを照射して、封止部
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材８０の一端を第１基体１０に融着させ、封止部材８０の他端を第２基体５０に融着させ
る。これにより、積層体２０および第１電極３０を気密に封止することができる。
【０１９５】
　導電性ペーストを焼成する際には、導電性ペーストから溶媒が気化してガスが発生する
。このガスにより積層体２０（発光部２）が汚染される場合がある。例えば、第１電極３
０にスリット部３２を設けない場合、導電性ペーストの焼成により積層体２０が収容され
る空間が気密に封止されるが、この空間には導電性ペーストから発生したガスが残留して
しまう。これに対して、第１電極３０にスリット部３２を設けることにより、導電性ペー
ストから発生したガスを除去することができる。この結果、積層体２０のガスによる汚染
を低減できる。
【０１９６】
　第５実施形態に係る発光装置５００の製造方法は、第４実施形態に係る発光装置４００
の製造方法と同様の作用効果を奏することができる。
【０１９７】
　さらに、第５実施形態に係る発光装置５００の製造方法では、上述したように、実装工
程においてスリット部３２を通して接合部材７０，７２（導電性ペースト）から発生した
ガスを除去できる。そのため、実装時に接合部材７０，７２から発生するガスによる積層
体２０（発光部２）の汚染を低減できる。
【０１９８】
　５．３．　発光装置の変形例
　次に、第５実施形態の変形例に係る発光装置について、図面を参照しながら説明する。
図２７は、第５実施形態の変形例に係る発光装置５１０を模式的に示す断面図である。な
お、第５実施形態の変形例に係る発光装置５１０の平面形状は、図２６に示す発光装置５
００の平面形状と同様であり、図示を省略する。
【０１９９】
　以下、第５実施形態の変形例に発光装置５１０において、上述した発光装置２１０，５
００の構成部材と同様の機能を有する部材については同一の符号を付し、その詳細な説明
を省略する。
【０２００】
　発光装置５１０では、図２７に示すように、積層体２０は複数の柱状部４を有し、発光
部２は、複数の柱状部４で構成されている点で、上述した発光装置５００と異なる。発光
装置５１０では、発光素子１は、例えば、ナノ構造体を適用した半導体レーザーである。
【０２０１】
　なお、発光装置５１０の構成は、発光素子１を上述した発光装置２１０の発光素子１（
図１７参照）とした点を除いて、発光装置５００と同じであり、その説明を省略する。
【０２０２】
　発光装置５１０は、上述した発光装置５００と同様の作用効果を奏することができる。
さらに、発光装置５１０では、上述した発光装置２１０と同様に、優れた発光特性を有す
ることができる。
【０２０３】
　６．　第６実施形態
　次に、第６実施形態に係るプロジェクターについて、図面を参照しながら説明する。図
２８は、第６実施形態に係るプロジェクター９００を模式的に示す図である。
【０２０４】
　本発明に係るプロジェクターは、本発明に係る発光装置を含む。以下では、本発明に係
る発光装置として発光装置１００を含むプロジェクター９００について説明する。
【０２０５】
　プロジェクター９００は、筐体（図示せず）と、筐体内に備えられている赤色光、緑色
光、青色光を出射する赤色光源１００Ｒ、緑色光源１００Ｇ、青色光源１００Ｂと、を含
む。赤色光源１００Ｒ、緑色光源１００Ｇ、および青色光源１００Ｂの各々は、例えば、
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複数の発光装置１００を積層方向と直交する方向にアレイ状に配置させ、複数の発光装置
１００において第２基体５０を共通基板としたものである。光源１００Ｒ，１００Ｇ，１
００Ｂの各々を構成する発光装置１００の数は、特に限定されない。なお、便宜上、図２
８では、プロジェクター９００を構成する筐体を省略し、さらに光源１００Ｒ，１００Ｇ
，１００Ｂを簡略化している。
【０２０６】
　プロジェクター９００は、さらに、筐体内に備えられているレンズアレイ９０２Ｒ，９
０２Ｇ，９０２Ｂ、透過型の液晶ライトバルブ（光変調装置）９０４Ｒ，９０４Ｇ，９０
４Ｂ、および投射レンズ（投射装置）９０８を含む。
【０２０７】
　光源１００Ｒ，１００Ｇ，１００Ｂから出射された光は、各レンズアレイ９０２Ｒ，９
０２Ｇ，９０２Ｂに入射する。光源１００Ｒ，１００Ｇ，１００Ｂから出射された光は、
レンズアレイ９０２Ｒ，９０２Ｇ，９０２Ｂによって、集光され、例えば重畳（一部重畳
）されることができる。これにより、均一性よく液晶ライトバルブ９０４Ｒ，９０４Ｇ，
９０４Ｂを照射することができる。
【０２０８】
　各レンズアレイ９０２Ｒ，９０２Ｇ，９０２Ｂによって集光された光は、各液晶ライト
バルブ９０４Ｒ，９０４Ｇ，９０４Ｂに入射する。各液晶ライトバルブ９０４Ｒ，９０４
Ｇ，９０４Ｂは、入射した光をそれぞれ画像情報に応じて変調する。そして、投射レンズ
９０８は、液晶ライトバルブ９０４Ｒ，９０４Ｇ，９０４Ｂによって形成された像（画像
）を拡大してスクリーン（表示面）９１０に投射する。
【０２０９】
　また、プロジェクター９００は、液晶ライトバルブ９０４Ｒ，９０４Ｇ，９０４Ｂから
出射された光を合成して投射レンズ９０８に導くクロスダイクロイックプリズム（色光合
成手段）９０６を、含むことができる。
【０２１０】
　各液晶ライトバルブ９０４Ｒ，９０４Ｇ，９０４Ｂによって変調された３つの色光は、
クロスダイクロイックプリズム９０６に入射する。このプリズムは、４つの直角プリズム
を貼り合わせて形成され、その内面に赤色光を反射する誘電体多層膜と青色光を反射する
誘電体多層膜とが十字状に配置されている。これらの誘電体多層膜によって３つの色光が
合成され、カラー画像を表す光が形成される。そして、合成された光は、投射光学系であ
る投射レンズ９０８によりスクリーン９１０上に投射され、拡大された画像が表示される
。
【０２１１】
　なお、光源１００Ｒ，１００Ｇ，１００Ｂは、光源１００Ｒ，１００Ｇ，１００Ｂを構
成する発光装置１００を映像の画素として画像情報に応じて制御する（変調する）ことで
、液晶ライトバルブ９０４Ｒ，９０４Ｇ，９０４Ｂを用いずに、直接的に映像を形成して
もよい。そして、投射レンズ９０８は、光源１００Ｒ，１００Ｇ，１００Ｂによって形成
された映像を、拡大してスクリーン９１０に投射してもよい。
【０２１２】
　また、上記の例では、光変調装置として透過型の液晶ライトバルブを用いたが、液晶以
外のライトバルブを用いてもよいし、反射型のライトバルブを用いてもよい。このような
ライトバルブとしては、例えば、反射型の液晶ライトバルブや、デジタルマイクロミラー
デバイス（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｉｃｒｏｍｉｒｒｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ）が挙げられる。ま
た、投射光学系の構成は、使用されるライトバルブの種類によって適宜変更される。
【０２１３】
　また、光源１００Ｒ，１００Ｇ，１００Ｂを、光源１００Ｒ，１００Ｇ，１００Ｂから
の光をスクリーン上で走査させることにより、表示面に所望の大きさの画像を表示させる
画像形成装置である走査手段を有するような走査型の画像表示装置（プロジェクター）の
光源装置にも適用することが可能である。
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【０２１４】
　７．　その他
　なお、本発明は上述した実施形態に限定されず、本発明の要旨の範囲内で種々の変形実
施が可能である。
【０２１５】
　例えば、上述した第１実施形態では、図１に示すように、第２電極４０を第２基体５０
（第２配線６２）に接合することで発光素子１をジャンクションダウン実装していたが、
積層体２０に、発光部２で発生した熱を第２基体５０に伝達するための部材（金属層等）
を設けて、当該部材を第２基体５０に接合することで発光素子１をジャンクションダウン
実装してもよい。この場合、第２電極４０は第２基体５０に接合されなくてもよい。この
変形例は、上述した第２～第５実施形態にも適用できる。
【０２１６】
　また、例えば、上述した第１実施形態では、図１に示すように、第１電極３０は第２基
体５０に接合部材７０で接続（接合）されて、積層体２０を気密に封止するとともに、実
装時に積層体２０に加わる圧力を低減していたが、第１電極３０とは別部材であって、一
端が第１基体１０に接続され、他端が第２基体５０に接続された部材（第１部材）を設け
て、実装時に積層体２０に加わる圧力を低減させてもよい。このとき、当該部材は、実装
時に積層体２０に加わる圧力を低減させることができれば、必ずしも第２基体５０に接合
（接着）されなくてもよく、第２基体５０に接していればよい。また、当該部材は、絶縁
性の部材であってもよい。この変形例は、上述した第２～第５実施形態にも適用できる。
【０２１７】
　本発明に係る発光装置の用途は、上述した実施形態に限定されず、プロジェクター以外
にも、屋内外の照明、ディスプレイのバックライト、レーザープリンター、スキャナー、
車載用ライト、光を用いるセンシング機器、通信機器等の光源としても用いることが可能
である。
【０２１８】
　また、上述した実施形態及び変形例は一例であって、これらに限定されるわけではない
。例えば各実施形態及び各変形例は、適宜組み合わせることが可能である。
【０２１９】
　本発明は、実施の形態で説明した構成と実質的に同一の構成（例えば、機能、方法およ
び結果が同一の構成、あるいは目的及び効果が同一の構成）を含む。また、本発明は、実
施の形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本発明は、
実施の形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成すること
ができる構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成に公知技術を付加した
構成を含む。
【符号の説明】
【０２２０】
１…発光素子、２…発光部、４…柱状部、１０…第１基体、１１…主面、１２…領域、２
０…積層体、２１…バッファー層、２２…第１半導体層、２３…領域、２４…発光層、２
６…第２半導体層、２８…接続部材、３０…第１電極、３２…スリット部、４０…第２電
極、５０…第２基体、５１…主面、６０…第１配線、６２…第２配線、６４…貫通電極、
７０…接合部材、７０ａ…バンプ、７０ｂ…導電性ペースト、７２…接合部材、７２ａ…
バンプ、７２ｂ…導電性ペースト、８０…封止部材、１００…発光装置、１００Ｒ…赤色
光源、１００Ｇ…緑色光源、１００Ｂ…青色光源、１１０…発光装置、２００…発光装置
、２１０…発光装置、３００…発光装置、３１０…発光装置、４００…発光装置、４１０
…発光装置、５００…発光装置、５１０…発光装置、９００…プロジェクター、９０２Ｒ
…レンズアレイ、９０２Ｇ…レンズアレイ、９０２Ｂ…レンズアレイ、９０４Ｒ…液晶ラ
イトバルブ、９０４Ｇ…液晶ライトバルブ、９０４Ｂ…液晶ライトバルブ、９０６…クロ
スダイクロイックプリズム、９０８…投射レンズ、９１０…スクリーン
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